
 FCT QUICKイベント（2024年7⽉19⽇）  
 中曽会⻑講演 

  本⽇は「オープンQUICK2024」にご招待いただき感謝。 
  今回のテーマは、東京を国際⾦融都市としての成⻑を推進するミッションを持っている、 

 我々、⼀般社団法⼈東京国際⾦融機構、FinCity.Tokyoの課題意識と共通している。 
  本⽇の私の話が、皆様のESG・サステナブル経営の⼀助になれば幸い。 

  まず、簡単に⾃⼰紹介をさせて頂く。 
  FinCity.Tokyoは、東京都が2017年11⽉に取り纏めて公表した「国際⾦融都市・東京」構想に 

 基づき、2019年4⽉に国内初の官⺠連携の⾦融プロモーション組織として発⾜した組織。 
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  ⽇本の国際⾦融都市としてのさらなる機能向上に向けて、海外プロモーション、海外フィン 
 テック・資産運⽤業者の誘致、国や地⽅⾃治体、業界団体への政策提⾔などを中⼼に活動し 
 ている。 

  「国際⾦融都市・東京」構想に賛同頂いている会員は、⼤⼿⾦融機関、東京都、JPXグルー 
 プ、不動産、業界団体、ベンチャー企業や⼤学等、設⽴当初は約30先だったものが、現在は 
 52先に拡⼤している（2024年7⽉現在）。その中には、QUICK様も会員企業の⼀員として参 
 画していただいており、⽇本の国際⾦融都市化に向けて連携をさせていただいている。 

  ご関⼼のある⽅は事務局にお問い合わせをお願いしたい。⻑期的なビジョンと熱意を共有で 
 きる皆様と共に活動の輪を広げていける事を祈念している。 
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  東京の国際⾦融センターとしての特⾊は、堅牢な実体経済と頑健な⾦融システムの双⽅が存 
 在する「オンショア型国際⾦融センター」であるという点だ。その意味で、⽇本にとっての 
 国際⾦融センターとしてのあるべき発展は、「インベストメント・バリューチェーンの⾼度 
 化」と「サプライチェーンの強靭化」の２つの輪を嚙合わせることだ。 

  本⽇のテーマである「開⽰」が果たす役割とは、投資家と企業の対話を促すという点で、両 
 者の「繋ぎ⼿」であると思う。 

  この開⽰について、私としては「⾮財務情報の開⽰」を提案・推奨したい。 
  上場企業が各期のPLやBSなどの財務情報の開⽰をしているのはいうまでもないことだが、 

 近年プライム上場企業などでは、財務情報に加え企業のESG対応等を盛り込んだ「⾮財務情 
 報開⽰」が盛んだ。国内外の機関投資家は投資判断にこうした⾮財務情報をますます活⽤し 
 ており、企業が継続して成⻑していくためには、⾮財務情報の開⽰の重要性が増している。 

  開⽰に積極的であれば、海外の投資家からも注⽬されやすくなり、またESG対応に積極的な 
 企業としての評価も⾼くなる。このことは、⼤企業でも中⼩企業でも同様であると思う。 

  ⾮財務情報開⽰の⼀環として、企業の持つ知的財産など、数字に表れない⽐較優位の開⽰も 
 重要だ。中堅・中⼩企業が持つ優れた技術に関係する知的財産は、それを担保としたローン 
 や証券化商品などの新しい資⾦調達⼿段の開発への途を拓く。 

  そのためには、関連する法整備や、知的財産の価値の評価基準や評価機関等のインフラを整 
 備する必要があるが、わが国においては、知的・無形固定資産を含む事業全体を担保に、⾦ 
 融機関から資⾦調達できる制度の創設が進められているところであり、知的財産は、脱炭素 
 化を含め所要資⾦をファイナンスする有⼒な⼿段となる可能性を秘めている。 

  脱炭素化は巨額な設備投資と技術⾰新を両輪として進めていかなくてはならない取組みであ 
 る。その主体は⼤企業や政府に限られたものではなく、⽇本経済を⽀え、産業構造の中核を 
 形成する中堅・中⼩企業の積極的な取組み抜きには達成できない。 

  実際、脱炭素化の対応圧⼒が中⼩・中堅企業にも⾼まっていることが、内外を問わず最近で 
 は顕著となってきている。 
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  この図は、近年、内外の⼤⼿企業がサプライヤーに求めた脱炭素化の⽬標を列挙している。 
  典型的なのは⾃動⾞メーカーで、海外の有名メーカーではサプライヤーに明確にカーボン 

 ニュートラルを求めており、メルセデス・ベンツでは未達の企業をサプライヤーから除外す 
 る⽅針を⽰している。⽇系メーカーでも、例えば、トヨタはTier1（300〜400社）サプライ 
 ヤーに対して、2021年度に前年⽐3％減のCO2削減を要請するなど、脱炭素化への対応を強 
 く促している。 

  ⾃動⾞メーカー以外でも、例えばネット通販の国際的な⼤⼿のアマゾンは2024年以降、サプ 
 ライヤーである運送業者に対し、炭素排出量の算出と削減⽬標設定を義務化していくと発表 
 した。 

  このように、脱炭素化の要請は中堅中⼩企業に対しても顕著に⾼まっている。中堅・中⼩企 
 業にとって、安定して受注を受け続けるためにも脱炭素化は避けて通れない課題となってい 
 るのが現実。 

  これと軌を⼀にして、⼆酸化炭素排出の量計測・開⽰を求める圧⼒も強まっている。最近で 
 は、事業者⾃らだけでなく、サプライチェーン全体から⽣じる排出量を把握・測定すること 
 が⽬指されている。 

  この場合、特に難しいとされているのが、所謂Scope 3の測定だ。Scope 3とは、ある事業者 
 の⾃らによるCO2排出量であるScope 1と、他社から供給された電⼒等の使⽤に伴う間接排 
 出であるScope 2以外の、事業に携わる他社が⽣産活動の上流や下流で発⽣させるCO2排出 
 量を指す。ある会社にとってのScope 3は、他社にとってのScope 1やScope 2でもあること 
 が、体系的にサプライチェーン全体の排出量の測定・把握を困難にしている理由だ。 

  そのような難しさはあるが、⼤企業はサプライチェーン全体での炭素排出量を測定するため 
 に、サプライチェーンを構成する中⼩企業にも経済活動から⽣じる排出量を正確に測定する 
 よう要請を強めてくることが予想される。 

  また、サステナビリティ開⽰に関して、「⽇本サステナビリティ基準委員会（SSBJ）」は、 
 去る3⽉29⽇に開⽰基準に関する公開草案を公表した。今後パブリックコメントを経て、25 
 年度にも法定化され、有価証券報告書等での開⽰が義務付けられることが展望されている。 
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  ⽬下のところ、想定されている対象は⼤⼿上場会社であるが、いずれ範囲が広がり中堅中⼩ 
 企業にも、同様なサステナビリティ開⽰が求められるようになっても不思議ではない。中⼩ 
 企業としても、以上のような事態に備え、排出量の測定とサステナビリティ開⽰の両⾯につ 
 いて、今のうちから対応策を検討しておくことが適当と考えられる。 

 ＜結語＞ 
  本⽇は、脱炭素化に向けた⼤きな流れの中で対処すべき課題として、排出量の測定や⾮財務 

 情報の開⽰について問題提起をさせて頂いた。 
  この間、海外、とりわけ⽶国の動向には⼀段と⽬配りが必要な情勢となっている。周知のよ 

 うに、⽶⺠主党政権は、IRA（Inflation Reduction Act）によって気候変動対策への財政出動 
 を⾏い、積極的に取り組んできた。それが、仮にトランプ共和党政権が発⾜すると、この流 
 れに逆⾵が吹くことが予想される。 

  しかし、中⻑期的には脱炭素化の流れが逆転するとは思えない。むしろ、やや出遅れていた 
 ⽇本や⽇本企業にとっては、挽回から主導する⽴場への逆転を図る好機として捉えるべきと 
 考える。企業の皆様におかれては、先回りして対処していくことが必要であることを強調し 
 て、私の話を締め括りたい。 
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